
 

                              

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みみええのの安安全全・・安安心心農農業業生生産推推進進方方針針  
～～人人とと自然然ににややささしいい農農業業のの確立立にに向向けけて～～  

  （（第第 22 期期）  
 

          

 

 

 

安全・安心と環境を守る三重の農業の実現により、 
生産者と消費者が共に支えあう姿をめざします。 
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  「みえの安全・安心農業生産推進方針」（以下、「推進方針」という。）は、人と自然にやさし

い農業の確立を目指し、平成２５年度を目標年度と定め、平成２１年度に策定しました。 

計画期間の５か年の間、推進方針に定めた目標の達成を目指し取組を進めてきたところ

ですが、 消費者の農産物の安全・安心や環境に対する関心は以前にも増して高まってお

り、引き続き人と自然にやさしい農業の確立へ向けた取組が必要です。 

このため、県では平成２６年度から平成３０年度までの５か年間を第２期とした新たな推進

方針を策定することとしました。第２期推進方針については、第１期「推進方針」を一部見直

し、生産者及び産地における取組拡大への支援と消費者への理解促進に重点を置いて策

定することとします。あわせて、第１期推進方針と同様に「有機農業の推進に関する法律」

（平成１８年法律第１１２号）に基づく県推進計画としての位置付けします。 

 

 

 

 

 

 

① 食の安全・安心を確保する生産管理への取組 

 

 ア 適切な生産工程管理の定着 

食の安全性を高め安心を提供する生産工程管理としてＧＡＰ手法の導入を推進しました。 

【これまでの取組】 

県内産地に普及すべき食の安全・安心の確保を目指す生産管理を「三重県型ＧＡＰ」として

整理しました。これは、生産者（部会員）それぞれの実践するＧＡＰを産地（部会）全体で実践

するＧＡＰでフォローするもので、環境保護や生産者自身の安全性等の確保に加え、部会（産

地）の活動の活性化も目標としました。 

主要産地へのＧＡＰ手法の導入を推進するため、実践を目指す団体（安全安心な伊勢茶づ

くり推進委員会）への支援を行いました。また、普及指導員や営農指導員対象の指導者養成

のための研修会を開催するとともに、民間のＧＡＰ指導者育成研修会の参加への支援を行い

ました。 

【結果】 

予てから実需者から要望が高かった茶について、県内全域の組織により導入されたほか、

輸出や環境保全型農業に取組む果樹産地等でも導入されています。 

しかし、ＧＡＰ導入の意義について、十分に認識されなかったため、産地におけるＧＡＰ実

施率は 62.7％（目標値１００％）にとどまっています。 

 

 

１．みえの安全・安心農業生産推進方針（第２期）の策定に当たって 

２．これまでの取組と結果及び残された課題 

（１）「みえの安全・安心農業」生産の取組拡大に向けて 
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【課題】   

食の安全・安心を確保する生産管理であるＧＡＰについて、その導入の意義を正しくわかり

やすく産地（生産者）に伝えることが重要です。  

そのためには、各産地において、生産者・指導者がＧＡＰについての理解を深め、産地に

合わせた推進手法を検討するとともに、ＧＡＰ指導者の育成・強化を図る必要があります。 

 

 

② 環境に配慮した持続可能な生産への取組 

 

ア 農地資源の維持と増進 

農地を限りある資源ととらえ、持続的に良好な生育環境が確保できるように、堆肥活用 

を中心とした土づくりを推進しました。 

【これまでの取組】 

生産者が、土づくりを行う上で必要な情報である県内土壌の理化学性等の実態調査を行い

ました。 

土づくりの効果や重要性など「土づくりのメリット」について、生産者への現地指導を行うとと

もに、土づくりの認識向上のための研修会を関係団体と連携し開催しました。また、土壌診断

に基づく土づくり・施肥設計の推進を目的に指導者向けのハンドブックについても関係団体と

協同で発行しました。 

畜産堆肥生産９団体に対して、土壌堆肥分析実施やマニアスプレッダーの導入への支援

の他、畜産環境整備に必要な施設等２０件のリース事業を行い、高品質な堆肥生産流通体制

の確立を図りました。 

【結果】 

生産者の「土づくりのメリット」についての理解が進みましたが、「麦・大豆等作付け水田にお

ける土づくりの実施率」は、２１％（目標50％）とまだ低い状況です。また、一部ほ場では、地力

低下と考えられる麦・大豆の収量低下も見られます。 

【課題】 
引き続き、生産者に対して「土づくりのメリット」を啓発し、農地資源を維持する必要がありま

す。 

また、堆肥を始め、土づくりに関する技術の研究を行うとともに、高品質な堆肥の生産及び

畜産農家と耕種農家の連携の強化を進める必要があります。 

水田での土づくりを推進するためには、堆肥などの有機資源を確保する必要があります。こ

のため、畜産堆肥だけでなく、近年、荒廃が目立つ竹林の竹など地域の有機資源を活用した

炭素循環モデルの構築を進めます。 
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イ 水資源の効率的な利用 

 気象状況の影響を受けやすい水資源を安定して供給するために、パイプライン化を進めま

した。 

【これまでの取組】 

パイプライン化による水資源の効率的利用や担い手への農地利用集積を進めました。 

【結果】 

平成２５年度見込みで用水路のパイプライン化率は２７．６％となり、営農の効率化が図られ 

ました。 

【課題】 

施設の老朽化による漏水、干ばつにより水不足の問題は、依然として潜在しており、意欲の

ある農業者による農地集積を推進するためには、用水管理の省力化や効率化が必要です。 

  

 
ウ 投入資源の効率的な活用 

 収量、品質などの生産高を維持発展させつつ、資材使用量の節減などによって環境負荷を

減らす環境生産性が高い農業を進めるために、効率的な施肥・防除や安定供給できる資源の

活用を推進しました。 

ａ 肥料 

【これまでの取組】 

化学肥料低減に向けて、堆肥の肥料的な利用のための研究を進めました。減肥基準の策 

定に向けて各品目について現地試験などの研究も進めました。 

堆肥の肥料的な活用がスムーズに行えるように、研究成果を反映し、「堆肥流通支援システ 

ム」を見直しました。 

過剰な施肥による成分の過剰蓄積を防ぐため、土壌診断に基づいた適正施肥についての 

現場指導を行いました。 

【結果】 

葉菜類、穀物類のリン酸の減肥基準の算出方法を策定し、一部の野菜について有効性を

確認しました。 

土壌診断による適正な施肥が進められました。一部の田畑輪環水田での安定生産に関わ 

る土壌管理の課題が確認されました。 

【課題】 

リン酸の減肥基準の普及拡大に向けての研究を行う必要があります。 

過剰な施肥を防ぐため、引き続き土壌診断による適正施肥についての指導が必要です。 

田畑輪環水田における地力維持のための適正な土壌管理技術の構築が必要です。 

 

 ｂ 農薬 

【これまでの取組】 

効率的な防除に向けて IPM（総合的病害虫管理）技術の開発研究を行いました。作物別の 

ＩＰＭ実践指標を見直し、ＨＰでの公表を行い、その普及を図りました。 

発生予察情報の提供や「防除の手引き」の作成を行い、効率的な防除を推進しました。 



 

                           - 4 - 

【結果】 

開発したＩＰＭ技術は、ＩＰＭ実践指標に反映しました。また、「環境保全型農業直接支援対

策」では、より環境保全に効果のある営農活動として「ＩＰＭ」等への支援を重点化しました。 

発生予察情報の提供と「防除の手引き」活用により、効率的な適期防除が進みました。 

【課題】 

農薬の一層の効率的活用を目指し、引き続きＩＰＭに係る技術開発とその普及を図る必要

があります。 

発生予察手法の開発、改良を実施し、より迅速で的確な情報提供を図る必要があります。 

 

ｃ 未利用資源   

【これまでの取組】 

環境負荷低減には、農薬・肥料以外の資源についても効率的活用が求められているため、

食品残渣のリサイクルなど未利用資源の有効活用を進めました。 

バイオマス利用推進のための啓発活動を行うととも「三重県バイオマス利用推進基本計画」

の策定について検討しました。 

亜臨界水反応による生ごみを原料とした堆肥及び培土の製造についての研究を行いまし

た。 

【結果】 

スーパーや食品加工会社からの残渣を利用した堆肥（特殊肥料）の一つが、「三重県認定リ

サイクル製品」として認定されました。 

バイオマス技術に関して市町と情報共有できましたが、基本計画策定まで至っていませ

ん。 

亜臨界処理による生ごみを原料とする培土については、イチゴ高設栽培での有効性が確

認されましたが、保管中の管理に課題があり、商品化までは至っていません。 

【課題】 

「三重県認定リサイクル製品」として「食品残渣等を利用した堆肥」の認定について、関係部

署と連携して進める必要があります。 

バイオマス利用技術が多種多様であるので、どのような技術の事業化が効率的であるか明

確化するため、国や他県の情報を収集する必要があります。 

亜臨界処理による生ごみや食品工場残渣の利用技術についてさらに研究する必要があり

ます。 

 

ｄ エネルギー   

【これまでの取組】 

燃料高騰対策の対応を含めて、省エネルギー機器の導入についての助成事業を進めまし

た。 

農業研究所の植物工場三重実証拠点において、施設園芸の省エネルギー技術の普及を

目的に実証・展示を行いました。 
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太陽光・小水力発電等の新エネルギーの活用について、導入に向けて検討と調査を行い

ました。 

【結果】 

省エネルギー導入支援事業により、施設園芸での省エネルギー化が進みました。 

太陽光利用型植物工場において、ICT（情報通信技術）の活用、ヒートポンプ利用、効果的

な CO２施用、養液リサイクルなど省エネルギーとなる新しい技術を実証・展示するとともに、こ

れらの技術についての研修会を行い、技術の普及を図ることができました。 

太陽光発電施設、小水力発電施設については、施設整備に向けた実施設計を行っていま

す。 

【課題】 

農業分野において開発された省エネルギー技術や機器の実証、効果の確認は、まだ遅れ

ており、生産者が十分活用できる状態ではないため、農業研究所の植物工場三重実証拠点

におけるこれらの技術・機器の実証・展示が必要であるとともに次世代を担う施設園芸志向経

営者との情報共有を図る必要があります。 

新エネルギーである太陽光・小水力等を利用した発電施設の設置について、早期の発電

開始に向けた関係機関との具体的な協議や諸手続き、施設整備の促進を図る必要があります。

また、新エネルギーの導入促進に向けた普及啓発にさらに取り組む必要があります。 
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①  安全・安心と環境を守る取組への理解促進 

 

ア 生産者と消費者、食品関連事業者をつなぐ情報の提供 

 消費者や食品関連事業者が、生産者や生産現場での取組を知ることができるように、

表示制度の推進や相互交流を行いました。 

ａ 表示制度 

【これまでの取組】 

「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」、「特別栽培農産物」などの表示制度の認 

知度向上とその普及拡大を進めました。 

  環境貢献度に関する研究を行いました。 

【結果】 

「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」についての啓発の結果、９３８件（H26.3） 

が登録されました。また、制度についての情報発信により、消費者の理解の醸成が図られま

した。 

「特別栽培農産物」については、取組を促進させるため、慣行防除・施肥基準を８９作目設

定しました。 

環境貢献度に関して、環境保全型農業実践の「見える化」を目指し、キャベツ・水稲の生物 

多様性指標評価マニュアルを策定するとともに、堆肥施用の炭素貯留能力計算方式を定め

ました。また、これらの成果を活用した商品づくりのモデル的な取組を支援しました。 

【課題】 

「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」については、登録件数が増えましたが、環

境保全型農業を実践している未登録生産者はまだ多く、登録件数拡大に向けて、制度の普及

啓発が必要であるとともに、制度についての情報発信による消費者へのさらなる理解醸成も必

要です。 

「特別栽培農産物」については、慣行防除・施肥基準の追加・見直し等の生産現場からの

要望に対して、引き続き速やかな対応が必要です。 

環境貢献度を高める生産技術や新たな指標の開発についての研究が必要です。また、環

境貢献度の表示の普及促進のため、研究成果を活用する生産者への支援も必要です。 

 

ｂ 相互交流  

【これまでの取組】 

安全・安心な地元農産物に関する情報は、消費者、流通・実需に求められていることか

ら、SNS を利用した生産者・消費者・流通業者間の情報交換の促進、環境保全型農業実

践生産者の消費者との交流の支援、食品関連事業者とのマッチングへの支援、事業連携

のためのアドバイザー派遣等、消費者・食品関連業者と生産者の交流の場づくりやその支

（２）「みえの安全・安心農業」への理解・評価向上に向けて 
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援を行いました。 

【結果】 

食品関連事業者と生産者のマッチングが進められ、県産品に対する消費者の満足度は

向上しました。 

【課題】 

消費者や食品関連事業者に対し、引き続き情報発信を行い、交流促進と新たな価値提

案により、購買活動の促進を図る必要があります。 

 

 

イ 安全・安心で環境に配慮した農産物の提供 

    消費者ニーズに対応した農産物の生産を進め、それらの購買機会の拡大を図るために、

地物（じもの）産地としての地域密着型産地の育成や有機農業の推進を行いました。 

ａ 地域密着型産地 

【これまでの取組】 

地域や消費者の需要に応える多品目適量産地づくりのため、モデルとなる産地を育成しま 

した。 

直売所等での安全・安心な生産誘導や販売取引拡大を進めるため、人材育成、アドバイザ

ー派遣などの支援を行いました。 

【結果】 

多品目適量産地として モデルを育成しました。 

直売所を中心とした産地づくりに資するネットワークが構築されました。 

【課題】 

安全・安心な地元農産物に対する消費者からの要望は強く、農薬の安全使用などの直売所

等への安全・安心な農産物の生産に対しての啓発は引き続き必要です。 

 

ｂ 有機農業 

【これまでの取組】 

県内の有機農業者及び有機農業を目指す者や有機農業の推進に協力できる実需者等の

組織化を進め、「三重県みんなの有機ネットワーク」（以下「ネットワーク」という）が平成２２年に

設立されました。「ネットワーク」の取組として会員の相互交流の強化、生産技術の向上、流

通・販売促進、有機農業の理解促進に関する活動への支援を行ってきました。 

三重県農業大学校学生向けの有機農業講座を開設し、人材育成を図るともに、就農希望

者に対しては、就農サポートリーダー(有機農業者)と普及組織が連携した対応を行ってきまし

た。 

平成２３年度に設立された国の事業である「環境保全型農業直接支援対策」を活用し、有機

農業など地球温暖化防止、農地への炭素貯留効果の向上や生物多様性を保全する営農活

動に対し交付金による支援を行ってきました。 
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【結果】 

有機農業の推進や理解促進を目的に「ネットワーク」と連携した活動ができました。 

有機農業講座の開設により人材育成を図ってきましたが、有機農業の技術は多岐にわたっ

ていることから指導者は不足しています。また、有機農業での就農希望者も増加していますが、

経営的に不安定なことから定着率は低い状況となっています。 

「環境保全型農業直接支援対策」では、より環境保全に効果の高い営農活動として「有機農

業」等への支援を重点化しました。 

【課題】） 

「ネットワーク」の会員の中でも、安定的な生産が難しく、また小規模であることから、販路開

拓に課題を持つ若い有機農業者が見られます。このため、会員間の繋がりを強化し情報共有

を進めるとともに、「ネットワーク」の自主的な活動に向けて支援を行う必要があります。 

有機農業を安定的に営農するための技術の蓄積や指導者育成がさらに必要です。 

「環境保全型農業直接支援対策」については、国の制度の見直しについての情報収集と県

予算の確保が必要です。 

 

 

ウ 消費者と生産者の連携による良好な地域環境の形成 

  自然環境と調和した良好な地域環境を形成するために、景観形成や生物多様性の保全な

ど、農地･農業が持つ多様な機能に対する県民理解の促進を図りました。 

【これまでの取組】 

景観形成や生物多様性の保全などの実践活動に対して、「農地・水・環境保全向上対策事 

業」等による支援を行いました。また、参加型イベントとして「三重のつどい」を開催し、活動組

織の取組について、県民の理解を深めるようＰＲするとともに実践活動への参画を促しました。 

【結果】 

農村地域の新たな経済活動の創出に向け５１０集落に対して、各活動組織自らが自立、協 

創を意識した活動を目指すよう支援しました。 

各活動地域の活動紹介パネルの作成やふるさと交流フェアーの開催により、消費者との交 

流を図りました。 

【課題】 

多くの活動組織において、継続した活動が出来るよう体制整備を図る必要があります。ま 

た、自立した組織として活動できるよう、支援が必要です。 

景観形成や生物多様性保全を目指す環境保全型農業に対する県民理解の向上を目指 

し、様々な活動を検討する必要があります。 
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第１期推進方針への取組みを踏まえ、第２期推進方針では、これまで以上に「みえの安全・ 

安心農業生産」を、生産者、食品関連事業者、消費者とともに総合的、体系的に進めます。 

  生産者や食品関連事業者、消費者それぞれの意見を把握し、技術開発・研究、現地指導   

に反映させ、産地における「みえの安全・安心農業生産」の実践と理解促進を図ります。 

 

 

  「みえの安全・安心農業生産」の推進をさらに加速させるために、これまでの推進体制を強

化します。 

「みえの安全・安心農業生産」の取組別に行政、研究、普及で構成する推進チームを編 

成し、生産者組織等と調整を行い、各取組の推進を行うとともに流通・消費者促進対策も取り

組みます。 

 
 

 農業研究所は、行政、普及と連携し、「みえの安全・安心農業生産」を推進するための技術

開発に取り組みます。 

 また、国や各種研究機関等とも連携し必要な技術開発に取り組みます。 

   
 

各取組の関係各部署が協力して、生産者団体、消費者、食品関連事業者等と連携し普

及・指導を行います。 

 

 

 

本推進方針は５年を目途として見直しを行うものとします。 

  なお、農業を取り巻く環境の変化に対応し、必要に応じて見直していくこととします。 

 

 

 

 

附則  本推進方針は平成２６年３月２５日から施行する。 

本推進方針は平成２８年３月２２日から施行する。 

 

 

 

４．推進体制 

（１）総合推進体制 

（２）技術開発・研究体制 

（３）普及・指導体制 

５．推進方針の見直し 


